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○
総
務
省
令
第
六
十
五
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
一
号
ウ
中
「
ム
」
を
「
ウ
」
に
改
め
、
同
ウ
を
同
号
ヰ
に
、
同
号
中
ナ
か
ら
ム
ま
で
を

ラ
か
ら
ウ
ま
で
に
改
め
、
ネ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ナ

災
害
時
優
先
通
信
を
優
先
的
に
取
り
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
設
備
に
関
す
る
説
明
書

第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
第
二
号
イ
中
「
ウ
」
を
「
ヰ
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中
「
同
号
ソ
、
ナ
及
び
ウ
に
掲

げ
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
第
七
条
に
基
づ
く
緊
急
通

報
の
取
扱
い
開
始
報
告
を
行
つ
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ソ
、
ネ
、
ナ
及
び
ウ
」
を
「
同
号
ソ
、
ラ
及
び
ヰ
」

に
改
め
、
同
項
第
四
号
イ
中
「
同
号
ソ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
七
条
に
基
づ
く

緊
急
通
報
の
取
扱
い
開
始
報
告
を
行
つ
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ソ
、
ネ
及
び
ウ
」
を
「
同
号
ソ
及
び
ヰ
」
に

改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
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コ
ル
電
話
用
設
備
（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役

務
の
提
供
の
用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
」
を
削
り
、
同
号
イ
中
「
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
及
び
ウ

に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
七
条
に
基
づ
く
緊
急
通
報
の
取
扱
い
開
始
報
告
を
行
つ
て
い
な

い
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ネ
、
ラ
及
び
ウ
」
を
「
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ム
及
び

ヰ
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
中
「
ウ
」
を
「
ヰ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
九
号
と
し
、
同
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と

し
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ナ
、
ラ
及
び
ウ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
き
、
電
気
通
信
事
業
報

告
規
則
第
七
条
に
基
づ
く
緊
急
通
報
の
取
扱
い
開
始
報
告
を
行
つ
て
い
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、

ソ
、
ネ
、
ナ
、
ラ
及
び
ウ
」
を
「
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ラ
、
ム
及
び
ヰ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
七
号
と

し
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
第
三
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備

（
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
の
提
供
の

用
に
供
す
る
も
の
に
限
る
。
）

イ

第
一
号
に
掲
げ
る
書
類
（
同
号
ロ
、
ト
、
リ
、
ル
、
ソ
、
ム
及
び
ヰ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ロ

電
気
通
信
設
備
を
設
置
し
て
い
る
通
信
機
械
室
に
お
け
る
自
動
火
災
報
知
設
備
及
び
消
火
設
備
の
設
置
状
況

に
関
す
る
説
明
書

ハ

そ
の
他
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
書
類
を
補
足
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条

の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
二
十
七
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
し
た
届
出
と
み

な
す
。
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○
総
務
省
令
第
六
十
六
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事

業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

事
業
用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
の
三
」
に
、
「
三
十
五
条
の
二
の
三
」
を
「
第
三
十
五

「
第
四
款

条
の
二
の
四
」
に
、
「
第
四
款

そ
の
他
の
音
声
伝
送
用
設
備
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
七
）
」
を

第
五
款

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
（
第
三
十
五
条
の
十
六
―
第
三
十
五
条
の
二
十
二
）

に
改
め
る

そ
の
他
の
音
声
伝
送
用
設
備
（
第
三
十
六
条
―
第
三
十
六
条
の
八
）

」

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
十
一
」
の
下
に
「
、
第
三
十
五
条
の
十
八
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
三
十
五
条
の
二
の
三
を
第
三
十
五
条
の
二
の
四
と
し
、
第
三
十
五
条
の
二
の
二
を
第
三
十
五
条
の
二
の
三
と
し
、

第
三
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）
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第
三
十
五
条
の
二
の
二

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定

す
る
重
要
通
信
の
う
ち
電
気
通
信
事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が
発
信
す
る
通
信
（
当
該

機
関
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
関
ご
と
に
指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続
さ

れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
災
害
時
優
先
通
信
」
と
い
う
。
）
を
優
先
的
に
取
り
扱

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
他
の
通
信
を
制
限
し
、
又

は
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

二

災
害
時
優
先
通
信
を
識
別
す
る
た
め
の
信
号
を
付
し
、
及
び
当
該
信
号
に
よ
り
災
害
時
優
先
通
信
を
識
別
す
る

こ
と
が
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

第
三
十
五
条
の
五
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
」
の
下
に
「
（
第
一
号
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
「
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
二
号
、
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）

第
三
十
五
条
の
六
の
二

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
総
合
デ
ジ
タ
ル
通
信
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
五
条
の
七
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
の
三
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
十
第
一
項
中
「
第
三
十
五
条
の
規
定
」
を
「
第
三
十
五
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
」
に
、
「
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第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
」
を
「
第
二
号
、
第
三
号
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
の
十
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）

第
三
十
五
条
の
十
四
の
二

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定

す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
て
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ
ト
コ
ル
電
話
用
設
備
に
つ
い
て

準
用
す
る
。

第
三
十
五
条
の
十
五
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
の
三
」
に
改
め
る
。

第
二
章
第
五
節
中
第
四
款
を
第
五
款
と
し
、
第
三
款
の
次
に
次
の
一
款
を
加
え
る
。

第
四
款

携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備

（
適
用
の
範
囲
）

第
三
十
五
条
の
十
六

こ
の
款
の
規
定
（
第
三
十
五
条
の
十
九
第
二
項
を
除
く
。
）
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ

Ｓ
用
設
備
に
対
し
て
適
用
す
る
。

（
基
本
機
能
）

第
三
十
五
条
の
十
七

事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
機
能
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

発
信
側
の
端
末
設
備
等
か
ら
の
発
信
を
認
識
し
、
着
信
側
の
端
末
設
備
等
に
通
知
す
る
こ
と
。

二

電
気
通
信
番
号
を
認
識
す
る
こ
と
。
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三

着
信
側
の
端
末
設
備
等
の
応
答
を
認
識
し
、
発
信
側
の
端
末
設
備
等
に
通
知
す
る
こ
と
。

四

通
信
の
終
了
を
認
識
す
る
こ
と
。

（
通
話
品
質
）

第
三
十
五
条
の
十
八

電
気
通
信
事
業
者
は
、
当
該
電
気
通
信
事
業
者
の
設
置
す
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
接

続
す
る
端
末
設
備
等
相
互
間
の
通
話
（
ア
ナ
ロ
グ
電
話
端
末
と
の
間
の
通
話
を
含
む
。
）
に
お
け
る
通
話
品
質
に
関

し
、
あ
ら
か
じ
め
基
準
を
定
め
、
そ
の
基
準
を
維
持
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
端
末

設
備
等
と
国
際
中
継
回
線
を
接
続
し
て
い
る
国
際
交
換
設
備
と
の
間
の
通
話
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
開
始
前
に
、
前
項
の
基
準
を
総
務
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
場
合
も
同
様
と
す
る
。

（
接
続
品
質
）

第
三
十
五
条
の
十
九

第
三
十
五
条
（
第
一
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
の
接

続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ

る
の
は
、
「
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２

第
三
十
五
条
の
規
定
は
、
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続

形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
と
携
帯
電
話
用
設
備
又
は
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
を
接
続
し
た
事
業
用
電
気
通
信
回

線
設
備
の
接
続
品
質
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
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」
と
あ
る
の
は
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接
続
形
式
を
有

す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
」
と
、
同
条
第
二
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
中
「
選
択
信
号
」
と
あ
る
の
は
「
選
択
信

号
又
は
電
気
通
信
番
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
緊
急
通
報
を
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
）

第
三
十
五
条
の
二
十

緊
急
通
報
を
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
信
に
係
る
端
末
設
備
等

に
接
続
す
る
基
地
局
の
設
置
場
所
等
に
応
じ
、
適
当
な
警
察
機
関
等
に
接
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

第
三
十
五
条
の
六
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
）

第
三
十
五
条
の
二
十
一

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
異
な
る
電
気
通
信
番
号
の
送
信
の
防
止
）

第
三
十
五
条
の
二
十
二

第
三
十
五
条
の
二
の
三
の
規
定
は
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
及
び
電
気
通
信
番
号
規
則
」
を
「
、
電
気
通
信
番
号
規
則
」
に
改
め
、
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
プ
ロ

ト
コ
ル
電
話
用
設
備
」
の
下
に
「
、
携
帯
電
話
用
設
備
及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
」
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
三
第
二
項
中
「
前
項
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
」
を
「
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用



6

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
開
始
前
に
、
前
項
の
基
準
を
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
と
端
末
設
備
等
を
接
続
す
る
点
に
お
い
て
二
線
式
の
接

続
形
式
を
有
す
る
ア
ナ
ロ
グ
電
話
用
設
備
以
外
の
」
を
削
る
。

第
三
十
六
条
の
五
第
二
項
中
「
前
項
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
遅
滞
な
く
」
を
「
電
気
通
信
事
業
者
は
、
そ
の
事
業
用

電
気
通
信
回
線
設
備
の
使
用
の
開
始
前
に
、
前
項
の
基
準
を
」
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
の
七
中
「
第
三
十
五
条
の
二
の
二
」
を
「
第
三
十
五
条
の
二
の
三
」
に
改
め
、
「
、
携
帯
電
話
用
設
備

及
び
Ｐ
Ｈ
Ｓ
用
設
備
」
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
六
条
の
八
と
し
、
第
三
十
六
条
の
六
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
を
取
り
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
）

第
三
十
六
条
の
七

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
災
害
時
優
先
通
信
を
取
り
扱
う
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
第
二
項
中
「
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
に
」
の
下
に
「
つ
い
て
」
を
加
え
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と

し
、
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
は
、
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
を
行
う
基
礎
的
電
気
通
信
設
備
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
」
と
あ
る
の
は
、
「
事
業
用
電
気
通
信
設

備
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則



7

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
音
声
伝
送
役
務
の
提
供
の
用
に
供
し
て
い
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
に
つ
い
て

は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
事
業

用
電
気
通
信
設
備
規
則
（
以
下
「
新
設
備
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
の
二
の
二
（
第
三
十
五
条
の
六
の
二
、

第
三
十
五
条
の
十
四
の
二
、
第
三
十
五
条
の
二
十
一
及
び
第
三
十
六
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
期
間
内
に
、
前
項
に
掲
げ
る
事
業
用
電
気
通
信
回
線
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
設
備
を

新
設
備
規
則
第
三
十
五
条
の
二
の
二
の
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
総
務
大
臣
に
提

出
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
間
に
限
り
、
当
該
設
備
を
当
該
基
準
に
適
合
さ
せ

る
ま
で
の
間
、
当
該
設
備
は
同
条
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。



1

○
総
務
省
令
第
六
十
七
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
百
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事

業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
郵
政
省
令
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
一
一
〇
の
電
気
通
信
番
号
を
用
い
た
警
察
機
関
へ
の
通
報
、
一
一
八
の
電
気
通
信
番
号
を
用
い
た
海
上

保
安
機
関
へ
の
通
報
又
は
一
一
九
の
電
気
通
信
番
号
を
用
い
た
消
防
機
関
へ
の
通
報
」
を
「
電
気
通
信
番
号
規
則
第
十

一
条
各
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
を
用
い
た
警
察
機
関
、
海
上
保
安
機
関
及
び
消
防
機
関
へ
の
通
報
」
に
改
め
、

第
七
条
の
二
を
第
七
条
の
三
と
し
、
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
取
扱
い
に
関
す
る
報
告
）

第
七
条
の
二

電
気
通
信
事
業
者
は
、
電
気
通
信
事
業
法
第
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
重
要
通
信
の
う
ち
、
電
気
通
信

事
業
法
施
行
規
則
第
五
十
六
条
第
一
号
に
定
め
る
機
関
が
発
信
す
る
通
信
（
当
該
機
関
に
電
気
通
信
役
務
を
提
供
す

る
電
気
通
信
事
業
者
が
当
該
機
関
ご
と
に
指
定
す
る
端
末
回
線
の
一
端
に
接
続
さ
れ
た
端
末
設
備
等
か
ら
発
信
さ
れ

る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
災
害
時
優
先
通
信
」
と
い
う
。
）
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
開
始
す
る
と
き
は
、
当
該
災
害



2

時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
様
式
第
二
十
六
の
二
に
よ
り
、
そ
の
実
施
前
に
書
面

等
に
よ
り
総
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
報
告
し
た
事
項
を
変
更
す
る
と
き
又
は
災
害
時
優
先
通
信
の

取
扱
い
を
休
止
若
し
く
は
廃
止
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

様
式
第
二
十
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

（

）

様
式

第
の
２

第
７

条
の

２
関

係
26

災
害

時
優

先
通

信
の

優
先

的
取

扱
い

開
始

報
告

年
月

日

事
業

者
名

災
害

時
優

先
通

信
の

優
先

的
な

取
扱

い
を

開
始

す
る

年
月

日

災
害

時
優

先
通

信
の

優
先

的
な

取
扱

い
を

行
う

サ
ビ

ス
の

範
囲

ー
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

の
実

施
の

方
法



3

注
１

災
害

時
優

先
通

信
の

優
先

的
な

取
扱

い
を

行
う

サ
ビ

ス
の

範
囲

の
欄
は

加
入

電
話

中
継

「

」

「

」

「

ー

、
、

電
話

Ｉ
Ｐ

電
話

公
衆

電
話

携
帯

電
話

Ｐ
Ｈ

Ｓ
総

合
デ

ジ
タ
ル

通
信

サ
ビ

」

「

」

「

」

「

」

「

」

「

ー
、

、
、

、
、

ス
等

と
記

載
す

る
こ

と
と

し
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

を
行

う
サ

ビ
ス

の
範

囲
が

一
つ

の
」

ー

、
、

サ
ビ

ス
の

一
部

で
あ

る
場

合
は

Ｉ
Ｐ

電
話

に
限

る
又

は
Ｉ

Ｐ
電
話

を
除

く
の

よ

ー

～

。

～

。

「

（

）
」

「

（

）
」

ー

。

う
に

災
害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

を
行

う
サ

ビ
ス

の
範

囲
が

明
確

と
な

る
よ

う
に
記

載
す

る
こ

と
、

２
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

の
実

施
の

方
法

の
欄

は
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取
扱

い

「

」

、

を
実

現
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

構
成

そ
の

他
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

に
関

す
る

機
能

に
つ

い
て

、

。

記
載

す
る

こ
と

３
報

告
し

た
事

項
を

変
更

す
る

と
き

は
開

始
を

変
更

と
災

害
時

優
先

通
信

の
優

先
的

な
取

扱
い

を
休

「

」

「

」

、

止
す

る
と

き
は

開
始

を
休

止
と

災
害

時
優

先
通

信
の

優
先

的
な

取
扱

い
を

廃
止

す
る

と
き

は
開

「

」

「

」

「

、。

始
を

廃
止

と
し

て
提

出
す

る
こ

と

」

「

」

。

４
用

紙
の

大
き

さ
は

日
本

工
業

規
格

Ａ
列

４
番

と
す

る
こ

と
、

様
式

第
第

７
条

の
２

関
係

様
式

第
第

７
条

の
３

関
係

第
７

条

様
式
第
二
十
七
中
「

（

）
」
を
「

（

）
」
に
、
「

27
27

」
を
「

」
に
改
め
る
。

の
２

第
１

項
第

３
号

第
７

条
の

３
第

１
項

第
３

号

附

則

（
施
行
期
日
）



4

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
前
に
開
始
し
た
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
に
関
す
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の

電
気
通
信
事
業
報
告
規
則
第
七
条
の
二
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
そ
の
実
施
前
」
と
あ
る
の
は
、
「
電
気
通

信
事
業
報
告
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
総
務
省
令
第
六
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
」
と
し
、
様
式
第
二
十
六
の
二
中
「
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
開
始
す

る
年
月
日
」
を
「
災
害
時
優
先
通
信
の
優
先
的
な
取
扱
い
を
開
始
し
た
年
月
日
」
と
す
る
。



1

○
総
務
省
令
第
六
十
八
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
番
号
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年
六
月
十
六
日

総
務
大
臣

原
口

一
博

電
気
通
信
番
号
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
番
号
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
の
五
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
七
の

技
術

基
準

適
合

確
認

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の
自

己
確

認

項
及
び
八
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７
第

９
条

第
１

項
第

３
号

１
電

波
法

施
行

規
則

第
４

条
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

基
地

局
の

無
線

。

に
規

定
す

る
も

の
局

免
許

を
有

す
る

電
気

通
信

事
業

者
で

あ
る

こ
と

２
法

第
条

第
２

項
に

規
定

す
る

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

網
間

信
33

号
接

続
を

行
う

こ
と

た
だ

し
総

務
大

臣
が

特
に
認

め
る

場
合

を
除

（

、

。
。

く

）

３
緊

急
通

報
が

利
用

可
能

で
あ

る
こ

と
た

だ
し

総
務

大
臣

が
特

に
認

（

、



2

。
。

め
る

場
合

を
除

く

）

８
第

９
条

第
１

項
第

４
号

１
電

波
法

施
行

規
則

第
４

条
第

１
項

第
６

号
に

規
定

す
る

基
地

局
の

無
線

。

に
規

定
す

る
も

の
局

免
許

を
有

す
る

電
気

通
信

事
業

者
で

あ
る

こ
と

２
法

第
条

第
２

項
に

規
定

す
る

第
一

種
指

定
電

気
通

信
設

備
と

網
間

信
33

号
接

続
を

行
う

こ
と

た
だ

し
総

務
大

臣
が

特
に

認
め

る
場

合
を

除

（

、

。
。

く

）

３
緊

急
通

報
が

利
用

可
能

で
あ

る
こ

と
た

だ
し

総
務

大
臣

が
特

に
認

（

、
。

。
め

る
場

合
を

除
く

）

別
表
第
二
の
十
一
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
表
注

技
術

基
準

適
合

確
認

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の

自
己

確
認

４
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

技
術

基
準

適
合

確
認

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の

自
己

確
認

別
表
第
三
の
一
の
項
及
び
二
の
項
中
「

」
を
「

」
に
改
め

技
術

基
準

適
合

確
認

事
業

用
電

気
通

信
設

備
の
自

己
確

認

る
。別

表
第
四
中

の
項
を

の
項
と
し
、

の
項
か
ら

の
項
ま
で
を

の
項
か
ら

の
項
ま
で
と
し
、

の
項
の
次

(15)

(17)

(8)

(14)

(10)

(16)

(7)

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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８
７

の
３

に
関

す
る

緊
急

通
報

に
関

す
る

電
気

通
信

役
務

の
提
供

内
容

に
変

更
を

生
じ

る
場

合
を

（

）

。

事
項

除
く

９
８

の
３

に
関

す
る

緊
急

通
報

に
関

す
る

電
気

通
信

役
務

の
提
供

内
容

に
変

更
を

生
じ

る
場

合
を

（

）

。

事
項

除
く

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
電
気
通
信
番
号
規
則
第
九
条
第
一
項

第
三
号
又
は
第
四
号
に
規
定
す
る
電
気
通
信
番
号
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経

過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
電
気
通
信
番
号
規
則
（
以
下
「
新
番
号
規
則
」
と
い
う
。
）

の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。

３

前
項
の
電
気
通
信
番
号
の
指
定
を
受
け
て
い
る
電
気
通
信
事
業
者
が
、
前
項
の
期
間
内
に
新
番
号
規
則
別
表
第
二
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の
七
の
項
要
件
欄
中
三
又
は
八
の
項
要
件
欄
中
三
に
掲
げ
る
要
件
を
確
認
で
き
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
総
務
大

臣
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
電
気
通
信
番
号
は
、
新
番
号
規
則
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
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